
八重瀬町地域包括支援センターにご相談を
　地域包括支援センターは、保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士な
どの専門職によって八重瀬町の高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を
続けるために、最適な介護予防ケアプランの作成やお手伝いします。高齢者
が「健康寿命をのばし、自分らしく元気に生活していくために支援いたしま
す。その他、下記のような業務をしています。

総合相談
健康、福祉、医療、生活にまつわるこ
と等何でもご相談ください。

認知症について
専門職チームによる支援を行いま
す。認知症カフェ及び認知症サポー
ター養成講座等を開催します。

包括的継統的ケアマネジメント
ケアマネージャーや主治医、関係機
関との連携を図り、在宅医療の相談
も承りま す。

介護予防事業
できる限り自立した日常生活を送れ
るように生活機能の低下を防ぎ、で
きることが増えるように支援します。

権利擁護 
虐待や消費者被害などの権利侵害
を防止。成年後見制度などの活用に
向けた支援を行います。

主任ケアマネジャー、保健師
等、社会福祉士が中心となり、
それぞれの専門分野を生かし
連携をとりながら、相談者
ファーストで活動しています。

八重瀬町地域包括支援センター 八重瀬町役場 社会福祉課
所在地：八重瀬町字東風平1188番地

☎ 998-9598　 FAX 998-7164
Eメール: houkatsu@town.yaese.lg.jp

どこに相談してよいか分からない心配ごとや悩みごとなどは、まず地域包括支援センター
にご相談ください。介護に関すること以外にも、健康や医療、認知症に関することだけでな
く、その家族、近隣に暮らす人の高齢者に関する相談もお受けします。相談を受けた地域包
括支援センターは適切な機関などにつなぎ、連携してみなさんを支援していきます。
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福祉機器（用具）貸出事業

社協では、在宅で日常生活において
福祉機器（用具）等を
必要とされる方に対し、
無料で貸出を行っています。

※貸出機器：車椅子・歩行器・4点ステッキ・
　シルバーカー・介護ベッド

※貸出期間：3ヵ月（更新可）

・介護ベッドはマットレスクリーニング代として初回で2,200円頂きます。
・ポータブルトイレは、衛生的な問題もあるため無償で提供いたします。

① 町内に居住していること
② 障害および疾病等により用具を必要としていること
③ 介護保険の制度利用までに時間のかかる方
※在庫がない場合もありますので下記までお問いあわせ下さい。

原則として以下の項目が貸出の条件となります。借用申請書の記入が必要

八重瀬町社会福祉協議会（電話 998-4000）
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